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国道１２号 こ線橋撤去工事に伴う通行方法の変更について 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

記 

 

１ 工 事 箇 所   国道１２号 岩見沢市
い わ み ざ わ し

大和
や ま と

４条６丁目 ～ 同市９条西２２丁目 （Ｌ＝０．８km） 
 
２ 通行方法変更   令和元年８月３０日（金） 午前５時００分 より、 

          国道１２号上り線（札幌方向）は、う回路を通行してください。 

  

 

※天候等の状況により、通行方法変更開始日時等を変更する場合があります。 

詳細については、別紙をご覧ください。 

 

 

 

 

【問合せ先】 国土交通省 北海道開発局 札幌開発建設部 岩見沢道路事務所 

  〇工事内容に関すること 第２工務課 課長  上野
う え の

 祐嗣
ゆ う じ

 (電話番号 0126-22-4000 代表) 

  〇通行規制に関すること 総務課   課長  佐々木
さ さ き

 幹雄
み き お

 (電話番号 0126-22-4000 代表) 

 

札幌開発建設部では、国道１２号大和
や ま と

こ線橋の撤去工事に伴い、下記のと 

おり通行方法が変更となりますので、お知らせします。 

道路利用者の皆様及び近隣にお住まいの皆様には大変御不便をお掛けし 

ますが、御理解と御協力をお願いいたします。 

札幌開発建設部ホームページ https://www.hkd.mlit.go.jp/sp/ 



現況写真位置図

Ｎ

整備後

※ 本図はイメージであり、現地形状を縮小した図ではありません。

事故発生状況（整備前）

※ 本図はイメージであり、現地形状を縮小した図ではありません。

現 在

国道１２号 大和こ線橋撤去工事に伴う通行方法の変更

国道１２号 大和こ線橋撤去工事は、旧室蘭本線（貨物線）の廃線に伴い役目を終えたこ線橋（L=422m）の撤

去により、国道の平面化による縦断線形の改善や沿道アクセスの改善による利便性の向上を目的とした事業です。

この度、大和こ線橋（上り線）の撤去工事に着手するため、令和元年８月３０日（金）から現在の通行方法を

変更します。道路利用者の皆様及び近隣にお住まいの皆様には大変御不便をお掛けしますが、御理解と御協力を

お願いいたします。

現況写真至 美唄市

工事箇所

至 美唄市

別 紙

至 札幌市

位 置 図

岩見沢IC

至 栗山町

通行止め

通行止め

通行止め

工事箇所

工事箇所

至 美唄市

至 美唄市

至 札幌市

車両ルート

歩行者ルート（下り線）

工事箇所

※ 札幌市方向へ進行する場合はう回路を通行します。
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令和元年8月30日（金）午前5時00分～


